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県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例の「基本的な計画」について 

 

   

  令和６年度及び７年度前半に策定・改定予定の計画について、別紙のとおり取りまとめま

したので報告します。 
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令和６年度及び令和７年度前半に策定・改定予定の計画について 

１ 趣旨 

  県行政に係る基本的な計画の議決等に関する条例（以下「基本計画条例」）に関し、令和６年
度及び令和７年度前半に策定・改定予定の計画について報告する。 

２ 策定・改定予定計画の区分と概要 
(1) 基本的な計画（議決対象） 

政策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画で、いずれも既存計画を改定するもの 

名称 内容 期間 理由 担当部局課 

兵庫県地域創生戦略 
（改定） 

［位置づけ］ 

・まち・ひと・しごと創生法、および兵
庫県地域創生条例に基づく総合戦略 

［内容］ 
・地域の元気づくり、社会増対策、自然

増対策に関する事項 等 

R7～11 
(5年) 

基本計画条例第
２条により指定
済み 

 

企画部 

計画課 

ひょうご子ども・子
育て未来プラン 
（改定） 
 

［位置づけ］ 

・こども基本法、および子育て支援法に
基づく、本県少子対策・子育て支援に
関する総合的な計画 

［内容］ 

・基本理念と目標、推進方策、就学前の
教育、保育と地域子ども・子育て支援
事業等の需給計画 等 

R7～11 
(5 年) 

基本計画条例第
２条により指定
済み 

福祉部 
こども政策課 

兵庫県環境基本計画
（改定） 

［位置づけ］ 

・環境の保全と創造に関する条例に基づ
く、本県環境保全と創造の計画的推進
に関する基本計画 

［内容］ 

・基本理念、施策展開の方針、具体的施
策の展開、環境指標 等 

R7～12 
(6 年) 

基本計画条例第
２条により指定
済み 

環境部 
環境政策課 
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(2) 基本的な計画ではない計画（議決対象外） 
上位計画等で定められた基本方針の内容を具体的に示す計画または具体的施策を記載する実施計画等 

(ｱ) 既存計画を改定するもの 

名称 内容 期間 理由 担当部局課 

兵庫県社会的養育推進
計画（改定） 

［位置づけ］ 

・国の策定要領『「都道府県社会的養育推
進計画」の策定について』に基づき策
定する計画 

［内容］ 

・当事者である子どもの権利擁護の取組
や市町のこども家庭支援体制の構築等
に向けた県の取組 等 

Ｒ7～11 
(後期5 年) 

国の策定要領に基づき
策定する、個別分野の
実施計画であるため 

福祉部 

児童家庭課 

兵庫県アレルギー疾患
対策推進計画 
（改定） 

［位置づけ］ 

・アレルギー疾患対策基本法に基づく計
画 

・国の「 アレルギー疾患対策の推進に関
する基本的な指針」や現状等を踏まえ
策定 

［内容］ 

・国指針「アレルギー疾患対策の推進に
関する基本的な指針」や現状等を踏ま
えた数値目標及び内容 等  

R7～11 
(5 年) 

国の基本指針等を踏ま
えて策定する、個別分
野の実施計画であるた
め 

保健医療部 

疾病対策課 

兵庫県新型インフルエ
ンザ等対策行動計画
（改定） 

［位置づけ］ 

・新型インフルエンザ等対策特別措置法
に基づく計画 

・国の「新型インフルエンザ等対策政府
行動計画」に即して策定 

［内容］ 

・医療、住民生活、地域経済を対象分野
とし、国民の生命及び健康の保護、国
民生活及び国民経済に及ぼす影響の最
小化に関する内容 等  

R7～12 
(6 年) 

国の行動計画を踏ま
えて策定する、個別
分野の運営方針であ
るため 

保健医療部 

疾病対策課 

兵庫県地域未来投資
促進基本計画 
（改定） 

［位置づけ］ 

・地域経済牽引事業の促進による地域の
成長発展の基盤強化に関する法律に基
づく計画 

・国の基本方針を指針として策定 
［内容］ 

・地域経済牽引事業の促進に当たって生
かすべき自然的、経済的又は社会的な
観点からみた地域の特性に関する事項 
等 

Ｒ7～11 
(５年) 

国の基本方針等を踏
まえて策定する、個
別分野の実施計画で
あるため 

産業労働部 

地域産業立地課 
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名称 内容 期間 理由 担当部局課 

ひょうご本社機能
立地支援計画 
（改定） 

［位置づけ］ 

・地域再生法に基づく計画 
［内容］ 

・地方活力向上地域等特定業務施設整備
事業が実施可能な区域（地方活力向上
地域等）、地域再生を図るために自治体
が行う事業 等 

R7～16 
(10 年) 

地域再生法に基づき
策定する、個別分野
の実施計画であるた
め 

産業労働部 

地域産業立地課 

生物多様性ひょうご
戦略（改定） 

［位置づけ］ 

・生物多様性基本法に基づく計画 
・兵庫県環境基本計画の下位計画 

［内容］ 

・生物多様性の現状と課題、基本戦略、
行動計画、戦略の効果的推進に関する
事項 等 

R7～12 
(6 年) 

左記県計画の下位計
画であり、個別分野
の実施計画であるた
め 

環境部 
自然鳥獣共生課 

 
(ｲ) 新規に策定するもの 

名称 内容 期間 理由 担当部局課 

（仮称）ひょうご都市計
画ビジョン（新規） 

［位置づけ］ 
・まちづくり基本方針の下位計画 
［内容］ 

・持続可能な魅力と活力あふれる都市づ
くり、誰もが安全安心に暮らせる都市
づくりの方向性 等 

R7～16 
(10 年) 

左記県計画の下位計
画であり、個別分野
の実施計画であるた
め 

まちづくり部 
都市計画課 

 
 
(参考) 計画期間が５年未満となる計画 

名称 内容 期間 理由 担当部局課 

スマート兵庫戦略
（改定） 

［位置づけ］ 
・官民データ活用推進基本法に基づく計

画 
［内容］ 

・「スマート兵庫」の実現に向けた、直近
の環境変化、県の取組状況を踏まえた
重点的、優先的施策 等 

R7～9 
(３年) 

計画期間が「未定」
だ っ た と こ ろ 、「 3
年」に決定したため 

企画部 

デジタル戦略課 

 


